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市長

長
岡
駅
前
に
建
設
さ
れ
た
シ
テ
ィ

ホ
ー
ル
プ
ラ
ザ
ア
オ
ー
レ
長
岡
で
、

「
ア
オ
ー
レ
」
と
は
方
言
で
「
会

い
ま
し
ょ
う
」
と
の
こ
と
。
市
役

所
、
議
会
、
ア
リ
ー
ナ
、
交
流
ス

ペ
ー
ス
な
ど
屋
根
の
あ
る
土
間

（
こ
の
施
設
の
特
徴
で
あ
り
屋
根

付
き
の
ナ
カ
ド
マ
と
い
う
）
を
中

心
に
一
体
と
な
り
、
人
が
集
う
施

設
と
し
て
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
今

回
の
会
議
の
テ
ー
マ
は
「
市
民
協

同
に
よ
る
公
共
の
拠
点
づ
く
り
」

で
あ
り
、
そ
の
テ
ー
マ
に
最
も
ふ

さ
わ
し
い
施
設
と
い
え
ま
す
。

　
講
演
で
は
、
テ
ー
マ
に
合
わ
せ

全
国
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
自
治
体
が
努
力
し
て
い
る

姿
勢
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
そ

の
す
べ
て
を
当
市
に
当
て
は
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
民
協
働
の
種
は
い
ろ
い
ろ
な
形

で
芽
生
え
、
形
成
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
講
演
の

中
で
「
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
」
に

つ
い
て
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
都

市
に
対
す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の

誇
り
に
つ
い
て
で
す
。
拠
点
で

あ
っ
た
り
、
活
動
で
あ
っ
た
り
、

誰
も
が
共
有
で
き
る
そ
の
ま
ち

な
ら
で
は
の
プ
ラ
イ
ド
や
、
そ

れ
ぞ
れ
の
人
が
思
う
プ
ラ
イ
ド

が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
、
ま
ち
づ

く
り
に
影
響
す
る
よ
う
で
す
。

　
さ
て
、
皆
さ
ん
は
東
久
留
米

の
プ
ラ
イ
ド
と
し
て
何
を
思
い

浮
か
べ
ま
す
か
。
市
民
の
皆
さ

ん
そ
れ
ぞ
れ
が
思
う
プ
ラ
イ
ド

を
共
有
し
、
創
り
育
て
て
ま
い

り
ま
す
。

　
こ
の
２
日
間
を
通
じ
て
、
長

岡
に
は
「
米
百
俵
の
精
神
」
が

根
底
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
感
じ

ま
し
た
。
何
事
も
基
本
は
人
で

あ
り
、
人
づ
く
り
こ
そ
、
す
べ

て
の
根
幹
と
す
る
精
神
、
そ
し

て
未
来
へ
の
投
資
を
大
切
に
す

る
こ
と
が
、
ま
ち
づ
く
り
の
随

所
に
表
れ
て
い
ま
し
た
。
見
習

い
た
い
精
神
で
す
。

米
百
俵
の
精
神

　
　
月　
日
・　

日
に
全
国
都

１０

１１

１２

市
問
題
会
議
が
新
潟
県
長
岡
市

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
は

　

月　

日

は 

１１

３０

「
年
金
の
日
」
で
す

　
　
月　
日
は
、「
い
い
未
来
」

１１

３０

の
語
呂
合
わ
せ
で「
年
金
の
日
」

で
す
。
こ
の
日
は
、
誕
生
月
に

送
付
し
て
い
る
「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」
や
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

を
見
て
、
老
後
の
生
活
設
計
に
つ

い
て
考
え
る
機
会
に
な
る
こ
と
な

ど
を
目
的
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」は
、保
険

料
納
付
実
績
や
年
金
見
込
額
な
ど

を
記
載
し
、
国
民
年
金
お
よ
び
厚

生
年
金
の
加
入
者
（
被
保
険
者
）

へ
毎
年
１
回
、
誕
生
月
に
送
付
し

て
い
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」は
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
年
金
加
入
記
録

の
照
会
や
各
種
通
知
書
の
確
認
、

各
種
届
出
書
の
作
成
、
年
金
見
込

額
の
試
算
な
ど
が
で
き
る
便
利

な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
利
用
に
は

ユ
ー
ザ
ー
登
録
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://www.nenkin.

go.jp/

）を
ご
覧
に
な
る
か
、「
ね

ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ

ッ
ト
等
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
☎
０

５
７
０
・
０
５
８
・
５
５
５
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
一
般
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】２
万
３
９
２
０
件

　
【
診
療
費
】５
億
９
６
４
１
万
５

６
８
７
円
（
前
年
度
比
１
０
２
・

２
％
）
▼
１
件
当
た
り
の
金
額
＝

２
万
４
９
３
４
円

◎
退
職
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】
１
５
６
件

　
【
診
療
費
】２
３
４
万
９
７
０
円

（
前
年
度
比　
・
４
％
）
▼
１
件

１８

当
た
り
の
金
額
＝
１
万
５
０
０
６

円
　
※
出
典
は
国
民
健
康
保
険
毎
月

事
業
状
況
報
告
（
８
月
報
）。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

　
　
月　
日
（
祝
）
は
、
市
庁
舎

11

２３

内
電
気
設
備
の
点
検
を
行
う
た
め
、

館
内
は
停
電
と
な
り
ま
す
。
そ
れ

に
伴
い
、
終
日
市
役
所
本
庁
舎
を

閉
館
し
ま
す
。

　
庁
舎
１
階
市
民
プ
ラ
ザ
・
屋
内

ひ
ろ
ば
・
金
融
機
関
Ａ
Ｔ
Ｍ
、
地

下
駐
車
場
な
ど
も
、
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
せ
ん
。

　
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
管
財
課
管
財
係
☎
４

７
０
・
７
７
１
８
へ
。

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健

全
化
に
関
す
る
法
律
｣
に
よ
り
公

表
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
財
政

健
全
化
判
断
比
率
（
実
質
赤
字
比

率
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
、
実
質

公
債
費
比
率
、
将
来
負
担
比
率
）

お
よ
び
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
、

　
年
度
決
算
に
基
づ
く
指
標
を
公

２９表
し
ま
す
。

健
全
化
判
断
比
率

　
　
年
度
決
算
に
基
づ
く
算
定
結

２９
果
は
、
実
質
赤
字
比
率
、
連
結
実

質
赤
字
比
率
お
よ
び
将
来
負
担
比

率
が
「
－
（
数
値
な
し
）」、
実
質

公
債
費
比
率
は
前
年
度
よ
り
改
善

し
0
・
4
％
と
な
り
、
い
ず
れ
も

早
期
健
全
化
基
準
を
下
回
る
結
果

と
な
っ
て
い
ま
す（
左
表
１
参
照
）。 　

こ
れ
ら
の
数
値
が
改
善
し
た
主

な
要
因
は
、標
準
財
政
規
模（
※
）

が
増
加
し
た
こ
と
や
、
地
方
債
現

在
高
が
減
少
し
た
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。

　
※
標
準
財
政
規
模
＝
地
方
自
治

体
の
標
準
的
な
一
般
財
源
の
規
模

を
示
す
指
標
で
、
市
税
・
普
通
交

付
税
・
臨
時
財
政
対
策
債
な
ど
が

含
ま
れ
ま
す
。

（
１
）
実
質
赤
字
比
率　
実
質
赤

字
比
率
は
、
一
般
会
計
な
ど
の
実

質
赤
字
額
の
標
準
財
政
規
模
に
対

す
る
割
合
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、実
質
赤
字
額
が
な
い（
実

質
収
支
額
が
黒
字
で
あ
る
）
場
合

は
「
－
（
数
値
な
し
）」
と
な
り
ま

す
。

（
２
）
連
結
実
質
赤
字
比
率　
連

結
実
質
赤
字
比
率
は
、
一
般
会
計

等
の
ほ
か
、
公
営
事
業
全
会
計
、

公
営
企
業
会
計
の
実
質
赤
字
額
の

合
計
の
、
標
準
財
政
規
模
に
対
す

る
割
合
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の

合
計
額
が
赤
字
と
な
ら
な
い
場
合

は
、「
－
（
数
値
な
し
）」
と
な
り

ま
す
。

（
３
）
実
質
公
債
費
比
率　
実
質

公
債
費
比
率
は
、
地
方
債
元
利
償

還
金
、
公
債
費
に
準
ず
る
債
務
負

担
行
為
な
ど
、
実
質
的
な
債
務
す

べ
て
に
関
係
す
る
償
還
額
の
標
準

財
政
規
模
に
対
す
る
割
合
（
過
去

３
カ
年
平
均
）
を
示
し
て
い
ま
す
。

（
４
）
将
来
負
担
比
率　
将
来
負

担
比
率
は
、
一
般
会
計
が
将
来
負

担
す
べ
き
実
質
的
な
負
債
の
標
準

財
政
規
模
に
対
す
る
割
合
を
示
し

て
い
ま
す
。

資
金
不
足
比
率

　
資
金
不
足
比
率
は
、
事
業
規
模

に
対
す
る
資
金
不
足
額
の
割
合
を

示
し
て
い
ま
す
。
東
久
留
米
市
で

は
、
下
水
道
事
業
特
別
会
計
が
対

象
と
な
っ
て
お
り
、　

年
度
は
資

２９

金
不
足
額
が
な
い
た
め
、
資
金
不

足
比
率
は
「
－
（
数
値
な
し
）」
と

な
っ
て
い
ま
す
（
左
表
２
参
照
）。

早
期
健
全
化
基
準
・
財
政
再

生
基
準
・
経
営
健
全
化
基
準

　
健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち
、
１

つ
で
も
早
期
健
全
化
基
準
以
上
で

あ
る
場
合
に
は
「
財
政
健
全
化
計

画
」
を
議
会
の
議
決
を
経
て
策
定

し
、
公
表
の
上
、
都
知
事
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
財
政
再
生
基
準
以
上
で

あ
る
場
合
に
は「
財
政
再
生
計
画
」

を
議
会
の
議
決
を
経
て
策
定
し
、

公
表
の
上
、
総
務
大
臣
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
財
政
再

生
計
画
」
を
策
定
し
た
場
合
に
は
、

地
方
債
の
発
行
が
制
限
さ
れ
る
な

ど
、
市
の
財
政
運
営
に
国
の
関
与

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
も
、

そ
の
比
率
が
経
営
健
全
化
基
準
以

上
で
あ
る
場
合
に
は
「
経
営
健
全

化
計
画
」
を
議
会
の
議
決
を
経
て

策
定
し
、
公
表
し
た
上
、
都
知
事

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
財
政
課
☎
４
７
０
・

７
７
０
６
へ
。

　
地
域
で
生
活
す
る
精
神
障
害
が

あ
る
方
を
日
常
的
に
見
守
っ
て
い

る
家
族
が
、
急
な
用
事
な
ど
で
不

在
に
な
る
と
き
や
、
本
人
の
気
持

ち
が
不
安
定
で
、
休
息
が
必
要
と

な
っ
た
と
き
な
ど
に
利
用
で
き
る

「
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
」
が
あ

り
ま
す
。

　
主
に
専
用
居
室
に
宿
泊
し
、
地

域
で
生
活
が
継
続
で
き
る
よ
う
支

援
し
ま
す
。

　
【
対
象
】市
内
在
住
で　
歳
以
上

１８

　
歳
未
満
の

６５精
神
障
害
が

あ
る
方

　
事
業
の
利

用
に
は
市
へ
登
録
申
請
が
必
要
で
、

利
用
者
負
担
な
ど
が
生
じ
ま
す
。

詳
細
は
障
害
福
祉
課
地
域
支
援
係

（
市
役
所
１
階
）
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

　
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
健
康
管
理
や
医
療
に

対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

た
め
、
対
象
者
へ
医
療
費
等
通
知

書
を
発
送
し
て
い
ま
す
。
例
年　
１１

月
中
旬
に
発
送
し
て
い
ま
す
が
、

　
年
度
は　
年
１
月
下
旬
の
発
送

３０

３１

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
【
内
容
】診
療
年
月
、医
療
機
関

な
ど
の
名
称
、
診
療
実
日
数
、
医

療
費
の
総
額
（　
割
分
）
な
ど

１０

　
※
医
療
費
の
総
額
に
は
、
自
由

診
療
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
、
保

険
適
用
外
の
額
は
含
み
ま
せ
ん
。

　
【
対
象
】　
年
７
月
～　
年
８
月

２９

３０

の　
カ
月
間
に
、
医
科
・
歯
科
・

１４
調
剤
な
ど
の
１
カ
月
の
医
療
費
の

総
額
が
５
万
円
を
超
え
る
月
が
あ

る
方
、
ま
た
は
柔
道
整
復・針
灸・

マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
を
受
け

た
月
が
あ
る
方

　
※
す
べ
て
の
被
保
険
者
へ
発
送

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
そ
の
他
】こ
の
通
知
に
よ
る
手

続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は　
月　
日
（
土
）
～

１１

１７

　
月　
日
（
月
）
に
、
平
成　
年

１２

１７

３０

住
生
活
総
合
調
査
事
務
局
☎
０
１

２
０
・
４
６
７
・
０
６
０
へ
。

　
　
月
に
「
住
宅
・
土
地
統
計
調

１０
査
」
に
回
答
い
た
だ
い
た
世
帯
の

一
部
を
対
象
に
、「
住
生
活
総
合
調

査
」
を
実
施
し
ま
す
。　

月
下
旬

１１

～　
月
上
旬
に
、
調
査
票
を
郵
送

１２
し
ま
す
の
で
、
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

　
地
域
自
立
支
援
協
議
会
は
、
障

害
福
祉
関
係
者
の
連
携
や
、
相
談

支
援
体
制
の
整
備
、
地
域
で
の
課

題
の
共
有
化
を
行
う
場
と
し
て
、

障
害
者
総
合
支
援
法
で
地
方
公
共

団
体
が
設
置
に
努
め
る
よ
う
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、　

年
度
に
設
置
し
、

２４

協
議
会
委
員
は
障
害
当
事
者
・
家

族
や
学
識
経
験
者
、
関
係
者
団
体
、

相
談
支
援
事
業
所
、
公
共
機
関
か

ら
の
代
表
者
な
ど　
人
で
構
成
し

１５

て
い
ま
す
。

　
本
会
議
の
他
に
、専
門
部
会「
相

談
支
援
部
会
」「
住
み
よ
い
ま
ち
づ

く
り
部
会
」
を
設
置
し
て
、
よ
り

具
体
的
な
課
題
に
つ
い
て
検
討
し

な
が
ら
、
市
の
実
情
に
応
じ
た
体

制
整
備
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
て

い
ま
す
。　

　
同
協
議
会
の
議
事
概
要
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
を

発
行
し
、
公
共
施
設
な
ど
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
、
フ
ァ
ク
ス
（
４

７
５
・
８
１
８
１
）
へ
。

国
民
健
康
保

国
民
健
康
保
険険

年
5
月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま

　

年
5
月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま
すす

３０３０

地
域
自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て

住
生
活
総
合
調
査
に

　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

年
度
決
算
に
基
づ

　

年
度
決
算
に
基
づ
くく

２９２９市
の
財
政
健
全
化
判
断
比
率
な
ど
を
公
表
し
ま

市
の
財
政
健
全
化
判
断
比
率
な
ど
を
公
表
し
ま
すす

精
神
障
害
者

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
に
つ
い
て

月

日
（
祝
）
は
終

　

月　

日
（
祝
）
は
終
日日

1111

2323

市
役
所
本
庁
舎
を
閉
館
し
ま

市
役
所
本
庁
舎
を
閉
館
し
ま
すす

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

医
療
費
等
通
知
書
の
発
送
時
期
が

変
更
に
な
り
ま
す 

表１　２９年度　健全化判断比率
将来負担
比率

実質公債
費比率

連結実質
赤字比率

実質赤字
比率

－
（－）

０.４
（０.７）

－
（－）

－
（－）

東久留米
市比率

３５０.０
（３５０.０）

２５.０
（２５.０）

１７.２６
（１７.２８）

１２.２６
（１２.２８）

早期健全
化基準

３５.０
（３５.０）

３０.０
（３０.０）

２０.０
（２０.０）

財政再生
基準

※（　）は前年度数値。単位％

表２　２９年度　資金不足比率

資金不足比率

－
（－）東久留米市比率

２０.０
（２０.０）経営健全化基準

※（　）は前年度数値。単位％

納
税
に
ご
協
力
を

　
　
月　
日
（
金
）
は
、
国

１１

３０

民
健
康
保
険
税
第
５
期
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
第
５

期
の
納
期
限
で
す
。
最
寄
り

の
金
融
機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
（
郵
便
局
）・コ
ン
ビ
ニ
で

お
納
め
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。


